
※この計画の内容は、鳥取市ホームページ※この計画の内容は、鳥取市ホームページ
（27ページ）に掲載しています。（27ページ）に掲載しています。

　

武
力
攻
撃
や
大
規
模
な
テ
ロ
な
ど
の
緊
急
事
態
が
発
生
し
、
こ
れ
ら

の
事
態
か
ら
国
民
の
生
命
、
身
体
、
財
産
を
保
護
す
る
こ
と
は
、
国
や

地
方
公
共
団
体
の
使
命
で
す
。

　

そ
の
た
め
、
国
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
、
そ
の
ほ
か
の
機
関
な
ど
が

相
互
に
協
力
し
て
、
的
確
か
つ
迅
速
な
措
置
を
実
施
す
る
責
務
を
明
確

に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

鳥
取
市
国
民
保
護
計
画

　

平
成
16
年
９
月
、
国
民
保
護
法

の
施
行
に
よ
り
、
都
道
府
県
・
市

町
村
・
指
定
公
共
機
関
の
そ
れ
ぞ

れ
の
役
割
と
計
画
策
定
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
が
示
さ
れ
ま
し
た
。　

　

こ
れ
を
受
け
、
平
成
17
年
度
に

作
成
さ
れ
た
「
鳥
取
県
国
民
保
護

計
画
」
に
基
づ
き
、
本
市
は
、
市

民
の
み
な
さ
ん
の
意
見
を
踏
ま
え

な
が
ら
「
鳥
取
市
国
民
保
護
協
議

会
」
で
検
討
を
重
ね
「
鳥
取
市
国

民
保
護
計
画
」を
作
成
し
ま
し
た
。

　

こ
の「
鳥
取
市
国
民
保
護
計
画
」

は
、
市
内
に
在
住
す
る
す
べ
て
の

人
を
対
象
と
し
た
、
国
民
保
護
の

た
め
の
実
施
体
制
や
、
避
難
、
救

援
な
ど
に
関
す
る
こ
と
、
平
素
か

ら
の
訓
練
、
備
蓄
、
啓
発
活
動
な

ど
、
方
針
や
要
領
を
定
め
て
、
市

民
を
保
護
し
、
被
害
を
最
小
限
に

と
ど
め
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い

ま
す
。

武
力
攻
撃
や
テ
ロ
な
ど
に
備
え
て

武
力
攻
撃
や
テ
ロ
な
ど
に
備
え
て

特集

東部消防局による東部消防局による
テロを想定した災害訓練テロを想定した災害訓練
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計計
画
の
作
成

画
の
作
成

目目
的的

問い合わせ先　
市役所本庁舎危機管理課
（0857）2（0857）20－31183118

　我が国に対する武力攻撃が迫った場合、国は、国民に　我が国に対する武力攻撃が迫った場合、国は、国民に
警報を発令します。また、避難の必要がある場合は、警報を発令します。また、避難の必要がある場合は、
避難措置の実施を県知事に指示し、それを受けた知事避難措置の実施を県知事に指示し、それを受けた知事

は、市長を経由して住民へ避難の指示をします。市長は、消防団に出動は、市長を経由して住民へ避難の指示をします。市長は、消防団に出動
を指示するとともに消防局、警察署長などに要請して避難を指示するとともに消防局、警察署長などに要請して避難誘導をします。誘導をします。

避 避 難難

国 
基本指針

警報の発令警報の発令 避難措置の指示避難措置の指示
●●武力攻撃事態などの武力攻撃事態などの
　現状と予測　現状と予測
●●武力攻撃が迫り、ま武力攻撃が迫り、ま
　たは発生した地域　たは発生した地域
●●住民への周知事項住民への周知事項

●●住民の避難が必要な地域住民の避難が必要な地域
●●住民の避難先となる地域住民の避難先となる地域
●●住民の避難に関して各関住民の避難に関して各関
　係機関　係機関が行う措置の概要が行う措置の概要

県国民 
保護計画

警報の警報の通知通知 避難の指示避難の指示
避難の方法・経路などを指示します。避難の方法・経路などを指示します。

市国民 
保護計画

避難避難実施要領実施要領

消防、警察、自衛隊消防、警察、自衛隊
などによる避難誘導などによる避難誘導

住民 

防災行政無線など防災行政無線など

家の中に避難家の中に避難

避難先地域への避難避難先地域への避難

地域などを越える避難地域などを越える避難

警報が発令されました。警報が発令されました。
○○地域のみなさんは△△○○地域のみなさんは△△
へ避難してください。へ避難してください。



■段階区分■段階区分　避難、避難生活など、住民の行動に　避難、避難生活など、住民の行動に
　基づく時系列的な段階区分による国民保護措置　基づく時系列的な段階区分による国民保護措置
　の実施要領をまとめています。　の実施要領をまとめています。
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こ
の
計
画
は
、
国
や
地
方
公
共

団
体
な
ど
の
重
要
な
役
割
と
し
て

「
避
難
」「
救
援
」「
武
力
攻
撃
に
と

も
な
う
被
害
の
最
小
化
」の〝
三
本

柱
〞を
中
心
に
作
成
し
て
い
ま
す
。

　

基
本
方
針
を
は
じ
め
、
平
素
の

準
備
・
有
事
へ
の
対
応
・
生
活
再
建

な
ど
８
段
階
に
国
民
保
護
措
置
を

区
分
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
実
施
や
活
動
に
お
け
る
要
領
、

対
策
本
部
設
置
な
ど
の
活
動
体
制

な
ど
に
よ
り
構
成
し
て
い
ま
す
。

国民保護に関する基本方針等国民保護に関する基本方針等

■鳥取市国民保護計画

構構
成成

第 1章第 1章

実施要領実施要領

平　　素①

●●情報提供・関係機関の連携・個人情報保護・施情報提供・関係機関の連携・個人情報保護・施
●設等の安全確保などについて設等の安全確保などについて

国民保護計画の構成国民保護計画の構成

　国は、地方公共団体と協力して、武力攻撃にともなう被害をでき　国は、地方公共団体と協力して、武力攻撃にともなう被害をでき
るだけ小さくするために必要な措置を行います。るだけ小さくするために必要な措置を行います。

武武力攻撃にともなう被害の最小化力攻撃にともなう被害の最小化

国国・県・市が・県・市が協力して対処協力して対処

生活関連施設（発電所、ダム、生活関連施設（発電所、ダム、
鉄道施設など）の安全の確鉄道施設など）の安全の確
保、警備の強化、立入制限保、警備の強化、立入制限
などを行います。などを行います。

危険物、毒物、劇物、高圧危険物、毒物、劇物、高圧
ガスなどの取扱所での製造ガスなどの取扱所での製造
などの禁止・制限などを行などの禁止・制限などを行
います。います。

警戒区域の設定を行います。警戒区域の設定を行います。
区域内への立入制限および区域内への立入制限および
禁止、退去命令を行います。禁止、退去命令を行います。

消火、救急および救助の活消火、救急および救助の活
動を行います。動を行います。

状　況状　況第 2章第 2章

●●対象とする事態・実施体制・地域特性など計画対象とする事態・実施体制・地域特性など計画
●の前提となる状況説明の前提となる状況説明

構　想構　想第 3章第 3章

●●基本的な方針と被害の最小化・生活の安定措置基本的な方針と被害の最小化・生活の安定措置
●などの実施要領などの実施要領

各機関の処理すべき事務又は業務の大綱各機関の処理すべき事務又は業務の大綱第 4章第 4章

●●本市や県・警察・自衛隊のほか、運輸・通信・本市や県・警察・自衛隊のほか、運輸・通信・
●医療などの各機関が実施すべき業務医療などの各機関が実施すべき業務

活動要領活動要領第 5章第 5章

●●国民保護の各業務について、基本的事項および国民保護の各業務について、基本的事項および
●各段階の共通事項各段階の共通事項

国民保護対策本部等、通信国民保護対策本部等、通信第 6章第 6章

●●対策本部の設置、組織およびその通信対策本部の設置、組織およびその通信

そ の 他そ の 他第 7章第 7章

●●住民・自主防災組織・事業所などの協力、普及住民・自主防災組織・事業所などの協力、普及
●啓発、訓練、文化財の保護　など啓発、訓練、文化財の保護　など

武力攻撃事態等が認定されるまでの間の国民保護措置
の準備

緊急避難② 突然に武力攻撃災害が発生して避難が指示されるな
ど、時間的余裕がない場合の避難措置

避難準備③ 武力攻撃（予測）事態が認定され、避難措置の指示が県
に伝達されるまでの間の、国民保護措置

避　　難④ 避難措置の指示が県に伝達され、要避難地域の住民が、
避難先への移動を完了するまでの措置

避難生活⑤ 避難完了から避難の指示が解除されるまでの、住民が
避難している間の措置

復　　帰⑥ 応急復旧に目途がつき、避難先から要避難地域への避難
住民の復帰が完了する間の措置

避難受入⑦ 他市町村からの避難住民の受入協議があったときから、避
難が解除され、受入避難住民が復帰を完了するまでの措置

生活再建⑧ 避難先からの復帰が完了した段階からの措置

活動要領活動要領
１補給支援　２運送　３衛生　４施設　５財政措置等　
６備蓄、救援物資　７人事運用　８関係機関との連携　
９情報の提供と相談窓口

　国は、避難した後の住民の生活を救助するため、　国は、避難した後の住民の生活を救助するため、
避難先を管轄する県知事に、救援に関する措置を行避難先を管轄する県知事に、救援に関する措置を行
うよう指示をします。うよう指示をします。

　なお、県知事は、国からの指示を待つ時間がない場合は、指示な　なお、県知事は、国からの指示を待つ時間がない場合は、指示な
くして救援を行うことができます。くして救援を行うことができます。

救 救 援援

国国（対策本部）（対策本部）

避難先の避難先の知事（市町村長）知事（市町村長）

収容施設の設置、食料、飲料水、生活必需品の提供・収容施設の設置、食料、飲料水、生活必需品の提供・
医療の提供など医療の提供など

協
力
協
力

日
本
赤
十
字
社
な
ど

日
本
赤
十
字
社
な
ど

救援の指示

救援の実施

国民保護の三本の柱国民保護の三本の柱


